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令和５年 第４回 農業委員会総会 議事録 

 

・開会日時  令和５年４月７日午後２時０１分 

・閉会日時  令和５年４月７日午後４時１５分 

・開催場所  市庁舎１１階北会議室  

 

・出席委員（２４人） 

１番 松田 智之 ２番 小池 真澄 ３番 須賀 民雄 ４番 平野 豊一 

５番 阿久津 昌枝 ６番 井田 健 ７番 坂本 忠 ８番 横室 辰雄 

９番 関 けい子 １０番 伊能 良雄 １１番 齋藤  １２番 下田 将文 

１３番 矢端 晴美 １４番 奥野 和子 １５番 松島 敏男 １６番 星野 和幸 

１７番 小堀 清 １８番 関根 由彦 １９番 澁澤 聖一 ２０番 青木 朱美 

２１番 深町 冨士雄 ２２番 須田 一男 ２３番 石村 利夫 ２４番 江原 弘  

 

・事務局出席者 

事務局長 高橋 之彦   局長補佐 長谷川 浩樹  局長補佐 井草 依早子  係長 高山 幸治   

副主幹 佐藤 信一    副主幹 望月 優至    副主幹 山田 正史    主任 寺田 恵美   

主事 柴野 雄介     嘱託員 福島 美咲 

・農政課 

  主任 湯澤 創造   主事 島田 綾美 

 

・付議事件 

（１）議案第20号  農地法第３条の規定による許可申請について 

（２）議案第21号  農地一時転用許可期限延長願いについて（５条） 

（３）議案第22号  農地法の規定による許可の取消しについて（５条） 

（４）議案第23号  農地法の規定による許可後の計画変更申請について（４条） 

（５）議案第24号  農地法の規定による許可後の計画変更申請について（５条） 

（６）議案第25号  農地法第４条の規定による許可申請について 

（７）議案第26号  農地法第５条の規定による許可申請について 

（８）議案第27号  農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の変更決定に 

ついて 

・協議事項 

 （１）農業振興地域整備計画（令和４年９月除外）の変更に係る農業委員会への意見聴取 

について 

 （２）令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）について 

 

・報告事項 

（１）農地法第４条の規定による届出書の受理状況について 

（２）農地法第５条の規定による届出書の受理状況について 

（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

（４）現況証明交付状況について 

（５）相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について 

（６）農地転用等の意見聴取の結果について 

（７）令和５年度前橋市農業委員会事業計画（案）について 

（８）職員の任免について 

（９）農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者について 
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これより令和５年第４回農業委員会総会を開催させていただきたいと思います。開会に先立

ちまして、深町会長よりご挨拶をお願いいたします。 

◇（挨 拶） 

続きまして、本日の出席状況について、ご報告させていただきます。 

本日は２４名、全員の方の出席でございます。従いまして、本会議は農業委員会等に関する

法律第２７条第３項の規定により過半数に達しておりますので、本会議は成立いたしますこと

をご報告申し上げます。 

なお、本総会は一般公開となりますので、傍聴者がいる場合は、随時、受付をさせていただ

きますことをご了承ください。 

ここからは、会議規則第５条の規定により、会長が議長となり会議を進めることとなります

ので、深町会長よろしくお願いいたします。 

 

《深町会長、議長に就任》 

それでは、令和５年第４回農業委員会総会を開催いたします。初めに、前橋市農業委員会総

会会議規則第２５条第３項の規定により、議事録署名委員を指名させていただきます。１３番

矢端 晴美委員、１４番奥野 和子委員にお願いいたします。 

総会での発言については、会議規則に基づき、挙手をして、自己の議席番号及び氏名を告げ、

議長の許可を求めてから発言することとなっておりますので、よろしくお願いいたします。そ

れでは、議事に入ります。 

議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について、整理番号１番から１２番の審

議に入ります。事務局の説明をお願いします。 

◇（議案書・順次、整理番号、契約内容、備考等を朗読、説明） 

以上、４番、５番は保留、１番から３番、６番から１２番の申請につきましては、農地

法第３条第２項の不許可の条件に該当しないため、許可条件の全てを満たしておりますの

で、ご報告いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の報告をお願いいたします。 

それでは、報告させていただきます。整理番号３条の６番。売買、新規就農。タブレットの現

地・面接調査案内図の１ページから２０ページです。申請地は粕川町込皆戸地内の農用地区域

内農地です。面接には、申請人本人と代理人の方２名で来られました。申請事由は、申請によ

り畑を借り受け、ジャガイモ、タマネギ、ネギの作付けを行い、農業経営を行いたい。申請に

至った経緯は、３年前から家庭菜園を初めて野菜を作って楽しかったので、もう少し広く作り

たいと思った。また、福祉の仕事をしているので、子供たちに収穫の体験をさせたいと思った

ことです。この場所を選んだ理由は、自宅から近くて管理がしやすいから。農作業の経験は、

家庭菜園で作って経験しています。申請地では、ジャガイモ、タマネギ、ネギを栽培する予定

で、選んだ理由は、野菜の中で一番よく使われる野菜だそうです。作物の出荷先は、直売所に

登録をして販売を始める予定だそうです。売上金額は、一年目は３１万円の売上げを目標に計

画しています。農業機械の所有状況は、草刈機や動噴を所有し、知人からトラクターを譲って

いただく予定だそうです。機械の保管場所は、自宅と資材置場の物置に保管している。農業従

事者は２人で時々３人子どもたちの手伝いがあるそうです。通作距離は約１．５㎞車で５分か

かるそうです。今後の規模拡大計画は、出来れば面積を増やしていきたいそうです。以上のこ

とから調査班としては、本人の営農意欲が認められ、営農計画等も整合性が有ることから、許

可相当と判断いたしました。 

続きまして、整理番号３条の７番です。賃貸借・新規就農。タブレットの現地・面接調査案

内図２１ページから４２ページです。申請地は上泉町地内の農用地区域内農地です。面接には

申請人本人が来られました。申請事由は、申請により畑を借り受け、ペカンナッツの作付けを

し、農業経営を行いたい。申請に至った経緯は、果樹の苗（ナッツ類）を植える場所を探して

いたこと。この場所を選んだ理由は、申請地の横に川があり川の隣の山林を購入しており、ト

ラクターが小屋に保管してあるので。申請地に近いので作業がしやすいと思ったことです。農
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１４番委員 

作業の経験は、伊勢崎市の農業生産法人で農作業をしているそうです。申請地ではペカンナッ

ツ・ヘーゼルナッツを定植し栽培管理を行う。作物の出荷先は、長野県にあるふるさと農産加

工に買い取ってもらう予定。売上金額は、初めて栽培するので、未定だそうです。将来的に５

００万円が、目標だそうです。農業機械の所有状況は、トラクター２台２５馬力・１５馬力、

乗用草刈機１台、草刈機４台所有。農業従事者は家族で２人、通作距離は約４Ｋｍで５～１０

分かかるそうです。今後の規模拡大計画は適地を探して拡大していきたいそうです。以上のこ

とから調査班としては、本人の営農意欲が認められ、また技術習得の努力もあり、営農計画も

計画性が有ることから就農・営農の確実性があると認められるため、許可相当と判断いたしま

した。以上です。 

以上で事務局の説明、それから調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご意見、

ご質問ございましたら、お願いいたします。 

６番です。受付の整理番号の１１番ですが、譲受人のかた年齢はおいくつですか。 

かなり高齢の方なのですが、この方この農地を拡張して経営規模拡大ということですけども、

労働力としてはどのような見込みでしょうか。 

１１番の先ほどの質問についてなんですけども、こちらのかた台帳にはいらっしゃらないの

ですが、申請書には息子さんと農業をしていると記載があります。息子さんの情報ですが、６

１歳のかたで、年間１５０日されているということで、そのかたと農業をするという申請にな

っています。 

 よくわかりました、ありがとうございます。 

５番です。申請番号７番についてですが、契約期間１年とありますが、樹木を植えて１年で

というのはちょっと。営農計画を見ると５年目からは売り上げの予定があると記載がありま

す。申請書を見ますと権利の移転の時期の欄に「許可あり次第」とありますが、いずれ買いた

いという意思があるということなのでしょうか。 

 事務局の寺田です。今回は新規の方ということで、賃貸借から入っていただくということで

申請が出ています。賃貸借の場合は解約の書類が出てこない限り、永久に続いていくのでとり

あえず、１年ということで記載があります。樹木を植えることに関しては貸人のかたも了承し

ているということなので、特に問題はないのかなと思います。 

将来的に購入予定？ 

将来的に買う予定は聞けていません。 

 権利の移転の時期は「許可あり次第」とはどういう意味ですか。 

 みなさんこのようにいつも書いていただいています。賃貸借の権利の期間が、本日の許可が

あってから１年ということです。 

その他、どうでしょうか。ないようですので、採決をしたいと思います。４番、５番は保留、

１番から３番、６番から１２番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請については、

整理番号４番、５番は保留、１番から３番、６番から１２番を許可とすることに決定いたし

ます。 

次に、議案第２１号 農地一時転用許可期限延長願い第５条許可について、整理番号１番か

ら３番の審議をお願いいたしします。事務局の説明をお願いします。 

◇（議案書・順次、整理番号、延長期限、転用目的等を朗読、説明） 

以上で事務局の説明が終わりました。皆さんからのご意見、ご質問ございましたら、お願い

いたします。 

１７番です。１番、２番について、今回期限を延長した場合、更新後の一時転用期間はどう

なりますか。 

今回の更新では延長から３年間とはならず、通常更新したときと同様の転用期間になりま

す。一時転用の期間が長くなるわけではありません。同時に４条の許可申請がされています。 

営農型太陽光は３年間で何を作るのか計画をしていて、進捗状況を報告があると思うのです
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が、期間延長を提出したかたは報告のほうはありましたか。 

営農型太陽光の報告は２月末日までに一年ごとに報告があります。今回の方は内容的にはミ

カンを植えるということで報告を受けています。 

 事務局は毎年２月に報告を受けているようなので、その際に更新の時期を迎える案件につい

ては、事業者に期限内に更新するように伝えていけば、一時延長許可を受けないでも、防げる

のかなと思います。 

それでは他に質問がないようですので、なければ採決をいたします。 

 整理番号１番から３番を承認とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２１号 農地一時転用許可期限延長願い第５条許可につい

ては、整理番号１番から３番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第２２号 農地法の規定による許可の取り消し第５条許可について、整理番号１

番の審議をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

◇（議案書・順次、整理番号、内容等を朗読、説明） 

事務局の説明が終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問ございましたら、お願いい

たします。 

◇（意見、質問等なし） 

特にないようですので、採決をしたいと思います。整理番号１番を承認とすることに賛成の

方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２２号農地法の規定による許可の取り消し第５条許可につ

いては、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第２３号 農地法の規定による許可後の計画変更申請、４条許可について、整理

番号１番の審議をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

◇（議案書・順次、整理番号、転用目的、備考等を朗読、説明） 

以上で事務局の説明が終わりました。皆さんからのご意見、ご質問ございましたら、お願い

いたします。 

◇（意見、質問等なし） 

ないようですので、採決をしたいと思います。整理番号１番を承認とすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２３号農地法の規定による許可後の計画変更申請、第４条

許可については、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第２４号 農地法の規定による許可後の計画変更申請、第５条許可について、整

理番号１番から２番の審議をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

◇（議案書・順次、整理番号、契約内容、転用目的、備考等を朗読、説明） 

以上で事務局の説明が終わりました。皆さんからのご意見、ご質問ございましたら、お願い

いたします。 

店舗として畑を６８５㎡除外されていますが、今回の一般住宅になってもこの面積必要

ですか。 

当初、店舗併用住宅で美容院として除外を受けて、転用許可となっております。今回美

容院はできなくなってしまったが、せめて住宅を建築したいということで申請がでてき

た。平米数が広いので、これだけ必要ないのではないかという話もしましたが、場所が工

科大の通り沿いになっていて、通りも激しいので、駐車するのに旋回スペースがほしいと

いうことと、庭用地として有効利用を図るので、農地として編入しても荒れてしまう可能

性が有るので、この面積で転用できないか、ということで利用計画も提出していただいて

今回の申請になりました。 

採決をしたいと思います。整理番号１番から２番を承認とすることに賛成の方の挙手を求め
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ます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２４号 農地法の規定による許可後の計画変更申請、

第５条許可については、整理番号１番から２番を承認とすることに決定します。 

開始から１時間程経ちますので、暫時、休憩とさせていただきます。 

（※暫時、休憩） 

再開いたします。次に、議案第２５号 農地法第４条の規定による許可申請について、

整理番号１番から６番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明：望月副主幹） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いしま

す。 

◇（意見、質問等なし） 

なければ採決したいと思います。整理番号１番から６番を許可とすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２５号 農地法第４条の規定による許可申請について

は、整理番号１番から６番を許可とすることに決定いたします。 

次に、議案第２６号 農地法第５条の規定による許可申請について、整理番号１番から

４９番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明：佐藤副主幹） 

 以上、整理番号１番から３番、５番から１７番、１９番から４９番の申請については、

農地法第５条第２項の不許可の条件に該当しないため、許可条件の全てを満たしておりま

すので、ご報告いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。なお、整理番号４番、７番、３７番から３９番については、現

地・面接調査を実施していますので、調査班長の報告をお願いします。 

それでは、報告をさせていただきます。整理番号５条の４番。売買、運動場。タブレットの

４３から４９ページをご覧ください。申請地は、市立粕川小学校から南南西約７４０ｍに位置

し、北側は畑とため池、東側は田、南側は畑と雑種地、西側は無地無番地に囲まれた、小集団

農地の辺縁部に位置する第２種農地です。面接には、こども園の方と、代理人である行政書士

の方が来られました。申請事由は、当法人は社会福祉法人で、社会福祉事業の認定こども園を

運営していますが、既存の運動場が狭く困っているので、申請地を取得して、運動場としたく

申請します、とのことです。申請に至った経緯は、現在こども園の庭で学童クラブの小学生３

８人と、こども園の小さい子どもたちが一緒に遊んでいるので、運動場が狭いため遊びが制限

されてしまうことから申請に至った。また申請地の選定理由は、近いところにあるので、利用

しやすいとのことです。法人の事業概要は、認定こども園、園児数現在８６名、職員数３０名

です。既存の運動場は園児と学童一緒に遊ぶので狭い、遊具の設置状況は、うんてい・ブラン

コ・砂場・のぼり棒などがあるそうです。続いて、利用計画・被害防除については土地造成、

整地の方法は、現状で整地し、石を取り除くそうです。申請地に大きい石から小さい石まで石

が非常に多くあります。土地の利用計画、埋め土・擁壁・塗装等について、今のところは、し

ないとのことです。工事を進めたうえで考えるとのこと。隣接地、道路等境界の確認は測量を

しながらこれから行うとのこと。周辺の農地、農作物への影響等に対する被害防除対策につい

て、東側に傾斜があり、大雨が降ると土砂崩れ、下の農地に泥が入ってしまう可能性がある。

雨水処理は自然浸透。外灯等証明はつけない予定。周囲に高さ１．２ｍのフェンスを設置、必

要に応じて高いネットを張るそうです。こども園から運動場までの移動時や、ため池や森林が

近いため危険防止策フェンスを設置、職員が同行してみているとのことです。以上のことから、

調査班としては、安全性と周辺の農地に対する被害防除対策の計画を立て直していただき、申

請地の石の取り除きと東側の傾斜地の対策を考えていただきたいので、今回は保留とさせてい

ただきます。 
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１番委員 

佐藤副主幹 

つづきまして、整理番号５条７番売買・老人ホーム、老人デイサービスセンター。タブレ

ットの現地・面接調査案内図の５０ページから５６ページをご覧ください。申請地は、市立荒

砥中学校から北東約５３０ｍに位置し、東側は湖沼、西側と南側は道路、北側は宅地に囲まれ

た、宅地化が進む第３種農地です。面接には、申請人本人と、代理人である行政書士の方が来

られました。申請事由は、現在、高崎市箕郷町で有料老人ホームの賃貸をしています。本申請

地は、景観がよく利用者に喜んでいただけると考え、施設の建設を進めたいとのことです。既

存施設は現在、高崎市箕郷町に住居型有料老人ホーム・デイサービスの施設があるそうです。

申請地の施設の概要は入居人数３０人、デイサービス人数３０人の予定。現在、亀泉町に有料

老人ホームの施設があり、桐生市新里町にも介護施設があるそうです。運営側の職員は３２人

で、申請地での新施設の職員はまだ決まっていないそうです。他法令に係る手続き状況は、開

発許可は４月の審査会で、高齢者施設の整備の手続きは終了しているとのことです。利用計

画・被害防除について土地造成・整地の方法は、西側・南側は道路より高くなっていて現状の

高さで整地する。埋め土はしない。隣接地、道路等境界の確認は立会いのもと、確認済みとの

こと。雨水処理はＵ字溝を設置し１か所に集め道路の側溝に流す、また下水処理は４０人の合

併浄化槽を設置するそうです。外灯等証明はセンサーライトと警備用のライトは向きを考えて

設置するそうです。周囲に１．２ｍの高さのメッシュフェンスを設置するそうです。以上のこ

とから調査班としては、施設の必要性が確認でき、被害防除対策がとられていることから許可

相当と判断いたしました。 

続きまして、整理番号５条３７番・３８番・３９番売買・露天資材置場、タブレットの現地・

面接調査案内図の５７ページから６７ページをご覧ください。申請地は、前橋市大胡公民館か

ら北北西約１.２ｋｍに位置し、南側・西側は道路、北側は田、東側は水路に囲まれた、小集

団の辺縁部に位置する第２種農地です。面接には申請人で会社の代表の方と、代理人の２名で

来られました。申請事由は、土木工事業を行っているが、既存の露天資材置場が手狭になって

おり、早急に新設する必要があり、申請地は本社から３ｋｍ圏内で幹線道路に近くて、周囲に

住宅がないことから、露天資材置場として利用するには適地であるため、転用したく申請しま

す。申請にあたった理由は、資材置場・残土置場が足りないとのことです。申請人の主な事業

は土木工事業をしており、既存の資材置場は現在、自宅の裏に２５００㎡あり資材・残土と重

機がおいてあり、スペースが全然足らないとのことです。申請地には河川工事に使う仮設パイ

プや移動のできる現場事務所、工事残土、重機を置くとのことです。利用計画・被害防除につ

いては土地造成、整地の方法は、埋め土は行わず平らに整地するそうです。雨水処理は自然浸

透、隣接地との境界の確定は現在行っているとのこと、外灯等照明は付けず周囲に高さ６０ｃ

ｍのコンクリートブロックを設置する予定だそうです。以上のことから調査班としては、露天

資材置場の必要性が確認でき、被害防除対策が取られていることから許可相当と判断いたしま

した。 

以上で報告を終わります。 

以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからの、ご意

見、ご質問をお願いします。 

１３番です。４６番の農家食堂(レストラン)ですが、普通の食堂と何が違うのですか。 

農家食堂ですが、こちら青地になっておりまして、農業用施設として用途区分変更によ

り農振除外をせずに転用できます。５割以上、自己の生産する農畜産物や加工品を調理し

たものを提供します。 

 ありがとうございます。経営を農家の人が行うということですね。 

 そうですね。 

整理番号１番の始末書を添付ということなのですが、ちなみになにがあったのですか。 

佐藤です。ちなみに駐車場として使用していました。 

わかりました。 

整理番号１７番ですが、一般住宅４６㎡とありますが、少なくないでしょうか。 

こちらが隣接の宅地部分と使用していて合計では４４９㎡となる予定です。 
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既にあるところに足すということですね。ありがとうございました。 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。 

整理番号２番、４番、１８番を保留とし、整理番号１番、３番、５番から１７番、１９番

から４９番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第２６号 農地法第５条の規定による許可申請について

は、整理番号２番、４番、１８番を保留とし、整理番号１番、３番、５番から１７番、１

９番から４９番を許可とすることに決定いたします。 

続いて、議案第２７号 農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の変更決

定について、審議に入ります。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明：柴野主事） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いしま

す。 

◇（意見・質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。 

議案第２７号について、原案を決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 ◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２７号 農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用

集積計画の変更について、原案を決定いたします。 

次に、協議事項（１）農業振興地域整備計画（令和４年９月除外）の変更に係る農業委員

会への意見聴取について、協議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明：農政課 農業政策係 湯澤主任） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。 

 農業振興地域整備計画（令和４年９月除外）の変更に係る農業委員会への意見聴取につ

いて、原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（１）農業振興地域整備計画（令和４年９月除外）

の変更に係る農業委員会への意見聴取については、原案を承認とすることに決定いたしま

す。 

次に、協議事項（２）令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）について、協議をお

願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（別途資料の朗読、説明） 

◇（別途資料の朗読、説明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

 １６番です。農地の下限面積が撤廃されたということで、新規のかたは面積関係なく農

家としてカウントされるのかと、以前は下限面積４反だったが、それが撤廃になると新規

就農者としてはどこからの扱いになるのか、お聞きしたい。 

 長谷川です。下限面積は撤廃されましたので、新規に就農されたい方は面積に関わらず

相談を受け付けていますが、家庭菜園等、兼業農家のかたは、新規就農者としての奨励金

の対象には外れます。農業をあくまでも生業としている方のみの激励会や新規就農者とし

ての対象となります。 

 ありがとうございます。何分いろいろな問題も出てくると思いますので、随時相談をし

ながら進めさせていただけたらと思います。 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。 

 協議事項（２）令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）について、原案を承認する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 
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◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（２）令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）

について、原案を承認とすることに決定いたします。 

 

次に、５１ページ以降の報告事項ですが、報告事項（１）から（５）までの内容は、 

 

（１）法第４条の届出書の受理状況            ２件  

（２）法第５条の届出書の受理状況           ２９件 

（３）法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況  ３０件                       

（４）現況証明交付状況                 ２件     

（５）相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認件数 ４件 

 

また、報告事項（６）は、３月総会において許可とした、法第５条の農地転用１件につ

いて、群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見が「異存なし」と答申がありましたので、

会長専決により許可書を交付しておりますので、後ほどご覧ください。 

報告事項（７）令和５年度前橋市農業委員会事業計画（案）について事務局から報告を

お願いします。 

◇（別途資料の朗読、説明） 

◇（別途資料の朗読、説明） 

◇（別途資料の朗読、説明） 

 ありがとうございました。 

それではつぎに、報告事項（８）職員の任免について事務局から報告をお願いします。 

◇（別途資料の朗読、説明） 

ありがとうございました。 

次に報告事項（９）農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者について事務局から報

告をお願いします。 

◇（別途資料の朗読、説明） 

以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、総会を閉会とさせていただきます。 

（閉会午後４時１５分） 

  

 

 

 

 

 

 

 


